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１．過誤調整とは

　過誤調整とは、国民健康保険団体連合会（以下「国保連」という。）で審査
決定・支払いが行われた介護給付費明細書の請求内容に誤りがあった場合に、
誤りのあった請求を取下げる処理のことです。

　事業所は、保険者（名護市）に「過誤申立書」を提出し、誤りのあった介護
給付費明細書の取下げ（介護給付費の返還）を行った上で、正しい内容で請求
（再請求）を行います。

　過誤申立ては、請求明細書単位で行うため、「加算のみ」「日数のみ」など
一部だけの取下げはできません。

【注意事項】

①　名護市の被保険者であること。
　　※　他市町村の被保険者の場合は、各保険者に届出してください。
　　※　40～64歳の方で、「H番号」の方は、介護長寿課では受給者台帳
　　　　の管理を行っていないため、生活支援課（介護券を発行している
　　　　福祉事務所）に確認してください。
②　国保連で審査決定済（支払済）であること。
　　※　「返戻」「保留」となっているものは過誤調整を行う必要はあり
　　　　ませんので、正しい内容に修正の上、再請求をしてください。

２．過誤調整が必要となる事例

☞　加算を算定できるのに、加算の請求を行わなかった場合
☞　公費（生活保護等）の受給者であるのに、公費の請求を行わなかった場合
☞　医療機関に入院中の期間であるのに、福祉用具貸与の請求を行ってしまった場合
☞　キャンセルとなった日について、予定どおりの実績があったとして請求をしてし
　　まった場合
☞　負担限度額認定証の提示があったのに、特定入所者介護サービス費の請求を行わ
　　なかった場合
☞　県や保険者（市町村）が行う監査・運営指導等により返還が生じた場合
☞　利用者本人が所得更生を行ったことに伴い、利用者負担割合が遡って変更となり、

　　差額の調整が発生した場合

２



３．過誤調整の種類

　過誤調整には、「通常過誤」と「同月過誤」があります。再請求の時期によっ
て過誤調整の方法が変わりますので、事業所の判断で行ってください。

（１）通常過誤

　　・介護給付費明細書の取下げのみを行う方法です。

　　・再請求がある場合は取下げが確定した後（翌月以降）に、国保連に再請求を行い

　　　ます。

　　・事業所への支払確定額は、『その月の介護給付審査決定額から過誤金額（過誤分

　　　の保険請求額と公費請求額）を差し引いた額』になります。

　　・過誤調整により相殺する額（取下げに伴う返還額）が、その月の介護給付審査決

　　　定額を上回った場合、国保連から給付費の支払いは行われません。この場合、国

　　　保連から納付書が事業所に送付されますので、期日までに支払いをすることとな

　　　ります。

３

事業所 保険者 国保連

③過誤処理（取下げ処理）

④支払額の調整（相殺）

①過誤申立 ②過誤申立情報

⑤結果の通知

⑤結果の通知

（２）同月過誤

　　・介護給付費明細書の取下げと再請求を同一の審査月で行う方法です。

　　・事業所への支払確定額は、『その月の請求額（再請求分を含む）から、過誤金額

　　 （過誤分の保険請求額と公費請求額）を差し引いた額』になります。

事業所 保険者 国保連

④過誤処理（取下げ処理）

⑤支払額の調整（相殺）

①過誤申立 ③過誤申立情報

⑥結果の通知

⑥結果の通知

②再請求



４．過誤調整による支払額の例

（１）請求の取下げのみを行う場合

４

〇月（過誤処理月） 〇＋１月

通常請求分
【100万円】

過誤取下分
【▲10万円】

（過誤した場合）

（過誤しなかった場合）

相殺後支払額
【90万円】

支払額
【100万円】

通常請求分から、過誤申立に係る取下分
が差引（相殺）されて支払われます。

（２）同月過誤を行う場合①

〇月（過誤処理月） 〇＋１月

通常請求分
【100万円】

同月過誤
取下分【▲10万円】

再請求分【5万円】（過誤した場合）

（過誤しなかった場合）

相殺後支払額

【95万円】

支払額
【100万円】

通常請求分から、過誤申立に係る取下分
が差引（相殺）され、再請求分が加えら
れた額が支払われます。

（３）同月過誤を行う場合②

〇月（過誤処理月） 〇＋１月

通常請求分
【100万円】

同月過誤
取下分【▲200万円】

再請求分【50万円】（過誤した場合）

（過誤しなかった場合）

相殺後支払額

【▲50万円】

支払額
【100万円】

相殺後の支払額がマイナスになった（取
下分が支払額を上回る）場合、事業所は
国保連から送付される納付書により支払
いが必要となります。



（４）通常過誤を行う場合①

５

〇月（過誤処理月） 〇＋１月 〇＋２月

通常請求分
【100万円】

（過誤した場合）

通常過誤
取下分

【▲10万円】

（過誤しなかった場合） 支払額
【100万円】

相殺後
支払額

【90万円】

通常請求分
【80万円】

通常過誤
再請求分
【5万円】

支払額
【85万円】

通常請求分から、過誤
申立に係る取下分が差
引（相殺）されて支払
われます。

再請求分が加えられた額が支払われます。

（５）通常過誤を行う場合②

〇月（過誤処理月） 〇＋１月 〇＋２月

通常請求分
【100万円】

（過誤した場合）

通常過誤
取下分

【▲200万円】

（過誤しなかった場合） 支払額
【100万円】

相殺後
支払額

【▲100万円】

通常請求分
【80万円】

通常過誤
再請求分
【100万円】

支払額
【180万円】

相殺後の支払額がマイナ
スになった（取下分が支
払額を上回る）場合、事
業所は国保連から送付さ
れる納付書により支払い
が必要となります。

再請求分が加えられた額が支払われます。



５．届出等

・国保連で審査決定・支払いが行われた翌月以降に、名護市に「介護給付費過誤申立書」

　を届出してください。

・過誤申立書の提出期限以降に提出された届出は、翌月分として取扱います。

・同月過誤とする場合は、国保連の請求期限までに必ず再請求を行ってください。

（同月過誤期限までに再請求が行われなかった場合、通常過誤の取扱いとなります。）

・同月過誤とするか通常過誤とするかは、事業所において判断してください。

６

【　過誤申立スケジュール（例）】

　※返戻・保留等がなく、最短で請求及び審査・支払い等が行われた場合の予定です。

審査月

（請求月）

過誤調整が

可能となる月

過誤申立書

提出期限日

国保連での

過誤処理月
同月過誤 通常過誤

2023年4月 2023年5月
2023年 
5月2日

2023年5月
2023年

5月10日
2023年

6月10日

5月 6月 6月5日 6月 6月10日 7月10日

6月 7月 7月5日 7月 7月10日 8月10日

7月 8月 8月4日 8月 8月10日 9月10日

8月 9月 9月5日 9月 9月10日 10月10日

9月 10月 10月5日 10月 10月10日 11月10日

再請求期限（国保連）

10月 11月 11月2日 11月 11月10日 12月10日

11月 12月 12月5日 12月 12月10日
2024年

1月10日

12月
2024年 

1月
2024年 
1月5日

2024年1月
2024年 

1月10日
2月10日

2024年 1月 2月 2月5日 2月 2月10日 3月10日

2月 3月 3月5日 3月 3月10日 4月10日

3月 4月 4月5日 4月 4月10日 5月10日

【注意事項】

①　FAXや電子メールによる届出はできません。

　 （郵送可）〒905-8540　名護市港一丁目１番１号
　　　　　　　　　　　　　名護市役所　介護長寿課　介護給付・保険料係

②　郵送の場合、名護市に到達した日付が届出日となります。

③　届出件数が 30件を超える場合は、事前に介護給付・保険料係までご連絡くださ
　　い。過誤処理の時期等を調整させていただく場合があります。



６．過誤申立書の記載例（名護市ホームページより）

７

過誤申立書は名護市の
ホームページより
様式をダウンロード
してください。

→暮らしのガイド
→給付関係（過誤
申立など）
→【介護給付費の
過誤申立】



７．よくある質問

８

質問 回答

１ 国保連に請求した同
月に過誤申立てをす
ることができますか。

国保連の審査決定がされていない場合、過誤申立て
はできません。

２ 10月にサービス提供
し、11月に請求（11
月10日までに国保連
に請求）を行った介
護給付費の過誤申立
書は、いつ提出すれ
ばいいですか。

請求に返戻等がなく、通常に審査・支払いが行われ
た場合、12月以降に過誤処理が可能です。提出期限
までに名護市に過誤申立書の提出があれば、同月過
誤の場合、12月審査分として国保連に再請求するこ
とができます。
【例】
10月　サービス利用
11月　国保連に請求／審査決定
12月　期限までに名護市に過誤申立書を提出
　　　同月過誤の場合、12月10日までに国保連に
　　　再請求

３ 加算分の請求を忘れ
た（もしくは誤って
多く請求した）場合
は、どうすればいい
ですか。

加算分のみの追加請求（取下げ）はできませんので、
保険者市町村に過誤申立書の提出をし、当該請求明
細書を一旦取下げた後に、再度正しい内容で国保連
に再請求をしてください。

４ 生活保護受給者の過
誤申立書はどこに提
出すればいいですか。

介護保険の被保険者の場合は、保険者市町村に提出
してください。
40～64歳の方で「H番号」の方は、介護長寿課では
受給者台帳の管理を行っていないため、生活支援課
（介護券を発行している福祉事務所）に確認してく
ださい。

5 生活保護受給者に係
る利用者負担１割分
の公費請求を行わず
に審査決定・支払い
が行われた場合、ど
のようにすればいい
ですか。

公費分のみを追加で請求することはできないため、
保険者市町村に過誤申立書の提出をし、当該請求明
細書を一旦取下げた後に、再度正しい内容で国保連
に再請求をしてください。

6 給付管理票に誤りが
あった場合、過誤調
整を行う必要があり
ますか。

給付管理票の過誤調整はありません。
提出済みの給付管理票の訂正をする場合は、作成区
分を「修正」にして国保連に提出してください。給
付管理票を取下げる場合は、作成区分を「取消」に
して国保連に提出してください。



９

質問 回答

７ 請求明細書と給付管
理票の両方を誤って
請求した場合、どの
ようにすればいいで
すか。

請求明細書の取下げと給付管理票の修正を同時に行
うことはできません。
まず、サービス事業所が過誤申立を行い、請求明細
書の取下げを行ってください。
過誤処理終了後（過誤処理月の翌月）、居宅介護支
援事業所等から給付管理票の修正を国保連に提出す
ると同時に、サービス事業所から正しい内容の請求
明細書による再請求を行ってください。

８ 住所地特例対象者で、
住所は名護市、保険
者が他市町村の場合、
過誤申立書はどこに
提出すればいいです
か。

過誤申立書は、保険者市町村に提出してください。
なお、保険者によって過誤申立の取扱いが異なりま
すので、手続き方法等は保険者市町村に問い合わせ
てください。

９ 過誤処理が完了した
ことは、どのように
分かりますか。

国保連から送付される「介護給付費過誤決定通知
書」により確認できます。

10 過誤申立書を提出し
た後の再請求は、い
つ行えばいいですか。

「同月過誤」と「通常過誤」で再請求の時期が異な
ります。どちらとするかは、事業所において判断し
てください。

【同月過誤の場合】
国保連合会で過誤処理を行う同月に再請求を行って
ください。同月に再請求がなかった場合は、過誤処
理のみ行うこととなります。（通常過誤として処理
されます）
また、再請求分が審査においてエラー返戻となる場
合には、差額調整が行われません。（通常過誤とし
て処理されます。）

【通常過誤の場合】
国保連合会で過誤処理を行った翌月に再請求を行っ
てください。

11 過誤申立てを行った
場合、利用者負担額
の調整も必要ですか。

利用者負担額の（１～３割相当額）についても調整
が必要です。利用者負担額が変わった場合、高額介
護サービス等にも影響が生じる場合がありますので、
利用者に事前に説明を行ってください。

12 申立事由コードが分
かりません。

別紙「過誤申立書の申立事由コードについて」を参
照してください。（HPに掲載）
取消を行う介護給付明細書の様式や過誤事由で、使
用するコードが異なります。


